
       
    

研修名 専門課程 陸運技術専門官〔指定整備担当〕〔中級〕 【集合】 （令和２年度～） 

 

目 的・ 

重点事項 

 自動車特定整備事業及び指定自動車整備事業の業務に関する専門知識等を修得させ、

支局等整備部門の中堅担当官として業務を適切かつ円滑に処理し得る能力を養い、中堅

監督者として職務遂行に必要な知識を修得させることを目的とする。 

 

以下の点を重点項目とする。 

① 自動車整備事業者への監査時等における説得力・交渉力等の技術の修得 

② 自動車整備行政を円滑に遂行するコミュニケーション及びリーダーシップの 

スキルを修得させる 

③ 課題研究を通じて、業務上の課題を洗い出して整理・分析する能力を向上させる 

 

対象者 

 地方運輸局及び内閣府沖縄総合事務局において、整備部門の中堅担当官として自動車

整備事業者の指導・監督業務を担当している者であって、陸運技術専門官（指定整備担

当）初級研修を平成３０年度令和元年度以前に修了し、かつ、当該本研修を受講してい

ない者 

 

定員(人) 

国土交通省 他府省 地方公共団体 独立行政法人等 団体 計 

３９ １    ４０ 

研修期間 
２１．５時間 

４日間 

令和６年 ２月 ６日（火）～ 

令和６年 ２月 ９日（金） 

 

 

カリキュラ

ム内容 

(予定時間) 

１．講義（１２．０１１．０） 

① 自動車整備行政に関する施策、監査手法、トピック報告・意見交換 

説明力・交渉力等（１１．０１０．０） 

②講話（１．０） 

 

２．課題研究等（７．５９．０） 

 

３．その他（２．０１．５） 

入校式、修了式 等 

 

計２１．５  

 

前年度からの 

主な変更点 
 

担  当 
 柏研修センター教務課（TEL：０４－７１４０－８７７７） 

〔募集・内容について〕自動車局整備課（TEL：０３－５２５３－８６００） 

備  考   


